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（３）委員提案 

メ モ  

（４）次期図書館協議会への申し送り事項等（案） 

今期図書館協議会（令和３年８月１日から令和５年７月３１日）では、「平塚市視聴覚ライブラリーの

あり方」と「貸出点数及び予約点数緩和のその後の検証」をテーマといたしました。「平塚市視聴覚ライ

ブラリーのあり方」については、図書館協議会で協議した内容を整理し、令和４年１１月の第２回図書

館協議会で報告書を提出しました。次期図書館協議会では、以下の点にご留意いただき、より良い図書

館運営の実現を目指し、協議を深めてくださいますよう申し送りいたします。

① 「平塚市視聴覚ライブラリーのあり方」(報告)への対応 

「これからの平塚市図書館運営のあり方」の中でも、目指す方向２に「時代のニーズに合わせた図書

館への転換」を掲げ、短期的取組として「視聴覚ライブラリー運営の転換」を挙げています。令和８年

度以降に予定されている中央図書館の大規模改修に向けた施設運用計画という面からも、中央図書館内

に事務室を構える視聴覚ライブラリーの運営の方向性はあらかじめ定めておく必要があります。今期図

書館協議会で１年間の議論を重ね、視聴覚ライブラリーの運営の方向性を検討し、報告書にまとめまし

たので、関連する課題や、具体的な運営方法について検討し、図書館協議会の場でも実施状況の報告を

行ってください。

② 貸出点数及び予約点数緩和のその後の検証結果と今後の取組 

今期のテーマで協議した変更内容については、遅滞なく実施してください。市民の読書環境の整備と

いう点からも、利用者が読みたいと思う本を図書館が速やかに提供できることは大切な市民サービス・

市民対応であると考えます。今後、より多くの市民の読書ニーズに応えられるような図書館運営のあり

方を引き続き検討してください。 

③ 学校図書館との連携等（電子図書館と小学校タブレット学習への連携） 

今期図書館協議会の中で、「電子図書館は児童書も対象となっているとのことだが、子どもたちはタ

ブレット学習にも取り組んでいるような状況なので、今後拡充していっていただけると有難い」という

意見がありました。平塚市教育委員会が令和３年３月に策定した「これからの平塚市図書館運営のあり

方」の「目指す方向３ 豊かな学びを支援する図書館」として、重点目標に、「学校図書館との連携」が 
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挙げられています。他の自治体等の事例を参考にしながら、学校図書館との連携について持続可能な具

体的方策を検討してください。 

④ 地区図書館３館への指定管理者制度導入後の運営の検証

令和４年度には、地区図書館３館へ指定管理者制度が導入されました。今期図書館協議会でも、地区

図書館の取組について御紹介をいただきました。「閉館時間が午後５時から午後６時までに延長」、「月

末館内整理日も開館」、「市内の小中学校の夏休み期間中の月曜日も休まず開館」さらに、講座について

もかなり積極的に取り組みをされている印象です。今後、中央図書館と地区図書館との協力体制が十分

発揮できるように、平塚市図書館全体の効果的な運営という観点から、指定管理者制度導入後の地区図

書館の運営について検証し、図書館協議会においても随時、課題や成果を報告してください。 

⑤ 図書館増収策の検討と運営コストの見直し

実施できる施策に限りがあると思いますが、平成２８年度は、玄関広告マットや自動販売機を増設す

るなどの取組、平成３０年度には図書館協議会からの提案を受け、平塚市図書館マスコットキャラクタ

ぶくまるの LINE スタンプ販売を開始していただきました。令和４年度は、森林環境譲与税や新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等を利用し、１階ロビー及びこども室のリニューアルをして

いただきました。今後も幅広い財源確保の検討をお願いします。 

また、令和４年度から「予約資料お知らせ葉書」を廃止し経費が削減されたと事務局から報告があり

ました。引き続き、業務の効率化によるコスト削減に努めていただくようお願いします。 

⑥ 改修に向けて 

令和４年度には中央図書館の劣化度調査が実施されました。今後はその調査結果を踏まえた対応が行

われるところだと思います。改修に際しては、「自習室のようなスペースの確保」や「滞在型図書館のニ

ーズへの対応」など、今までいただいている市民の方たちからの意見をできるだけ反映するような施設

としてください。一昔前は、席貸しは図書館の役割ではないという考えもありましたが、最近では滞在

型図書館のニーズが高まっているので、自習スペースの提供なども図書館の役割として積極的に検討し

てください。 

⑦ 「これからの平塚市図書館運営のあり方」及び意見書への対応（継続） 

前期図書館協議会では、「平塚市図書館全体として、今後、どのように図書館サービスを充実させてい

くことが望ましいか、利用者のための図書館をどのように運営していただきたいか」等の意見をまとめ、

図書館協議会からの意見書として、中央図書館長へ提出されました。 

意見書で提案させていただいた各取組については、早期の実施を目指し、図書館協議会の場で状況の

報告を行ってください。また、「これからの平塚市図書館運営のあり方」の中の重点目標、重点取組につ

いても計画的な実施をお願いします。中央図書館の改修や移動図書館の廃止については、特に市民の方

たちの関心が高い事案と考えられますので、図書館協議会においても随時状況をご報告いただくようお

願いします。 


